
学校園生活マニュアル（第３版）について 

 ７月１日からの学校園生活マニュアル（第３版）に

ついて市教委から指導がありました。第２版からの変

更点についてお知らせします。 

◎基本的な感染症対策について 

【ティッシュの廃棄について】 

 ･鼻をかんだ後のティッシュの廃棄について密閉し

て廃棄する 

   → 密閉して持ち帰らせる 

【消毒について】 

 ･教室やトイレなど児童生徒等が利用する場所のう 

ち、特に多くの児童生徒等が手を触れる場所（ド 

アノブ・手すり・スイッチなど）は、1日に1回 

以上、消毒液を使用して清掃を行う。 

  → 児童生徒等がよく手を触れる箇所 

【熱中症対策について】（追加） 

 ･熱中症も命に関わること危険があることを踏まえ、 

熱中症への対策を優先させること。 

【マスクの着用について】（一部追加） 

 ･児童生徒等本人が暑さで息苦しいと感じた時など 

には、マスクを外したり、一時的に片耳だけかけて 

呼吸したりするなど、自身の判断でも適切に対応 

できるよう指導する。 

◎学校園において 

【登校園時において】 

 ･安全に帰宅できるまでの間、学校園にとどまる場 

合には、他の者との接触を可能な限り避けられる 

よう、別室で待機させるなどの配慮をする。部屋 

や人員の確保が難しい場合は、最低でも1～2ｍ 

間隔をあけて座らせる等の対応をする。 

  → 部屋や人員の確保が難しい場合は、保健室等 

で待機させる。待機の児童生徒等が複数いる 

場合は、距離をとって休ませるようにする。 

【授業において】 

 ･レベル３の対応 → レベル１の対応 

  通常の活動を実施可能とする。ただし、換気、身体 

的距離の確保や手洗いなどの感染症対策を行った 

上で、実施すること。また、「向かい合っての発声」 

については可能な限り避けること。 

※ 特に配慮を要する教科（音楽科、保健体育科以

外は通常） 

＜音楽科＞ 

･マスクをはずす場合は、一定の距離を確保し、向か 

い合わないようにして、回数や時間を絞って実施 

すること。 

 ＜保健体育科＞ 

 ･教師は原則として、マスクを着用する。ただし、自

らの身体へのリスクがあると判断する場合や、児

童生徒への指導のために自らが運動を行う場合な

どは、マスクを外すことは問題ない。なお、マスク

を外す際は、不必要な会話や発声を行わず、児童生

徒との距離を確保すること。 

【登下校について】（一部追加） 

 ･熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと 

学校園が判断した場合は、児童生徒等の間に十分 

な距離を保つことによりマスクの着用をしないよ 

うにするなど、柔軟な対応を行う。 

→ マスクの着用をしないようにする、発達段階 

に応じて帽子･日傘の活用、携行品に係る配 

慮など、適切に柔軟な対応を行う。 

【７月１日以降の部活動のマニュアル】（抜粋） 

 ＜活動時間＞ 

･平日及び土日の休業日にそれぞれ１日以上の休養 

日を設定する 

  ･１日の活動時間は、平日２時間程度、土日等の休 

業日は３時間程度とする。 

 ＜活動場所＞ 

 ･交流活動（対外試合、合同練習等）は当面の間、 

市内の学校とする。合宿は実施しない。 

令和２年６月３０日 
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